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【ゼロカーボン・チャレンジャーとは？】
　2020年３月に北海道知事が表明した、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロ
カーボン北海道」の実現に資する取組を「宣誓し、実践する」事業所のことをいいます。
　取組を実施する事業者は、温室効果ガス排出量の削減に向けた率先取組や温室効果ガス排出量の算
定・報告のほか、電気自動車の導入や再エネ由来電力の調達などの14の項目から取組を選択し、宣誓
および実践を行います。宣誓は無料で、年会費などもかかりません。登録することにより優遇措置を
受けることができます。
　
【登録のメリット】
①日本政策金融公庫と道の連携による融資
②道発注公共工事における審査での加点評価
③道の委託事業（総合評価・プロポーザル方式）の審査で加点評価
④道の中小企業総合振興基金による融資
⑤金融機関の貸付金利等や保証協会の保証料の優遇
⑥北海道HP内で登録事業所の取組を広く紹介
　【宣誓項目】
　北海道地球温暖化対策推進計画で掲げる道の目標の達成に貢献する取組の率先実施（必須）、温室
効果ガス排出量の算定と道への報告（必須）、工場・事業場における省エネ型生産機械等の導入等の
14の項目から実践する取組を３つ以上選択し、宣誓します。
　【制度詳細・登録に関する問合先】
　北海道経済部GX推進局GX推進課　T E L：011－204－5190　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAIL：gx.suishin ＠ pref.hokkaido.lg.jp

詳細はこちら
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